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税関が新たに「査察条例」実施弁法に関する法令様式を公表 

「『中華人民共和国税関査察条例』実施弁法」（署令 230号、以下「実施弁法」）が公布された後、税関総署は「税関総署 2016年第 61

号」（以下「61号公告」）を公布した。同公告は「実施弁法」で言及した「税関査察通知書」「税関査察用書類一覧表」「税関検査記録｣な

どに関して新たに 13種の法令様式を公布した。「実施弁法」が自主申告手続き、税関査察に対する民間仲介機構の導入、税関査察管

轄権及び不適正行為に対する対処法などを明確にした。新たな「査察条例」の付属規定として、「実施弁法」と新たな法律書式は 2016

年 11月 1日から正式に実施される。 

「実施弁法」に関する概要及び分析は、KPMG中国が執筆した「チャイナタックスアラート」に記載されています。詳細は、このリンクをご

参照ください。 

国家税務総局、財政部及び税関総署が税関特殊監督管理区域に所在する企業に対して増値税一般納税者
資格を付与 

「対外貿易の回復・安定成長の促進に関する国務院の若干意見」（国発〔2016〕27号）に基づき、国家税務総局、財政部及び税関総署

は国家税務総局・財政部・税関総署公告 2016年第 65号」（以下「65号公告」）を共同で公布し、一部の税関特殊監督管理区域に所

在する企業に対し、増値税一般納税者資格を付与するパイロットプログラムを実施する。65号公告によると、同プログラムの実施対象

地域は、昆山総合保税区、蘇州工業園総合保税区、上海松江輸出加工区、河南鄭州輸出加工区、鄭州新鄭総合保税区、重慶西永総

合保税区及び深セン塩田総合保税区である。 

「65号公告」に関する概要及び分析は、KPMG中国が執筆した「チャイナタックスアラート」に記載されています。詳細は、このリンクを

ご参照ください。 

税関が輸入貨物に対する自主申告・自主納税作業を実施 

税関総署は、2016年 10月 29日付けで「税金徴収管理方法の改革に係るパイロットプログラムの実施に関する公告」を公布し、輸入

貨物に対して通関単を審査してから通関させるという従来の税関の通関手続の改革を実施した。 

上述の公告に関する概要及び分析は、KPMG中国が執筆した「チャイナタックスアラート」に記載されています。詳細は、このリンクをご

参照ください。 

税関が高級認証企業に対する奨励制度を実施 

国家発展改革委員会、中国人民銀行及び税関総署など 40政府機関は、2016年 10月 19日付けで「税関が高級認証企業奨励制度

の実施に関する共同覚書」を締結し、計 19種類 49項目の信用奨励措置を明確にした。税関は企業の信用格付分類に順じた通関手

続きを実施する。高級認証企業の適用優遇には通関時の書類審査の簡素化、通関手続き優先、輸出入貨物に対するサンプリング調

査実施などの複数項目の便利措置が含まれる。また、国内高級認証企業は、中国税関に輸出入申告を行なう際に上記の措置を適用

するとともに、AEO相互承認を実施している国又は地域においても同じく税関優遇措置が適用される。 
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税関が加工貿易業務審査の取消による業務実施上の問題を明確化 

税関総署は、2016年 10月 9日付けで「税関総署公告第 56号』を公布し、加工貿易業務審査の取消による業務実施上の問題を明確

にした。同公告は、企業が主管税関に台帳（帳簿）の設立（変更）手続き、加工貿易国内販売管理の書類及び手続要件ならびに商務部

が承認した対象商品の範囲及び移行期間内の税関監督管理問題を明確化した。 

企業のクロスボーダー電子商取引輸入システムへのアクセスが可能 

税関総署は、2016年 10月 12日付けで「企業がクロスボーダー電子商取引輸入統一版システムへのアクセスに関する事項の公告」

を公布した。これは、企業自ら中国電子ポートホームページ（www.chinaport.gov.cn）からクライアント用のソフトウェアをダウンロードし

て、輸入統一版システムの通関サービス・サブシステムに登録した後に入力、修正、申告或いは問合せをすることができる。また、税関

総署は、企業のシステムアクセス基準を公布し、当該システムにおける通関書類の記載ガイドラインも提出した。 

税関と企業の共同プラットフォームを本格稼動 

税関総署は、2016年 10月 18日から中国電子港湾ウェブサイトの「税関と企業の共同プラットフォーム」を本格的に稼動させた。これ

は企業情報の検索、税関の業務案内、企業からの問合せ回答、政策法規の公表、企業から書類の提出、税関業務リマインダーなどの

機能を備え、企業の税関業務の取り扱い及び問い合わせに利便性を与える。 

税関が一部商品の分類の適用と廃止を実施 

税関総署は、2016年 10月 20日付けで 2016年第 59号公告を公布し、一部の商品分類の適用及び廃止を行った。同公告は、スチ

レン・エチレン・ブチレン・スチレン・ブロック共重合体（SEBS）樹脂の商品分類が新規追加され、代わってスチレン・ブタジエン・スチレ

ン・ブロック共重合体（水素を添加したもの）、スチレン系熱可塑性エラストマー（セプトン 8004）及び螺旋状 PC鋼線の商品分類が廃止

となった。この商品分類決定事項は 2016年 11月 1日から施行される。 

「動物医薬品輸入通関単」の通関作業オンライン・ペーパーレス化を試行 

税関総署は「税関総署・農業部による 2016年第 60号共同公告」を公布した。同公告により、農業部及び地方獣医行政管理部は

2016年 11月 1日から、「動物医薬品監督管理証明書のオンライン審査システム」によって認証済み輸入事業者の「動物医薬品輸入

通関単」におけるデータを税関に転送する。同公告は電子データの記入基準を規定している。試行期間において、従来通りに紙ベース

の通関単が発行されるが、ペーパーレスで申告手続きを行う輸入事業者は紙ベースの通関単を提出する必要はない。 

税関が税金徴収管理方法の改革パイロットプログラム実施を決定 

税関総署が「税関総署 2016年第 62号公告」を公布し、2016年 11月 1日から税金徴収管理方法の改革パイロットプログラムが行な

われる。同プログラムには、主に輸出入企業の自主申告・納税及び税収要素に対する査定の後回しが含まれる。同プログラムの実施

対象地域に所在する輸出入企業が、税関監督管理規定に違反した行為を自ら税関に書面で報告しかつ税関処分を受け容れた場合、

税関は自主申告に該当すると判定した場合に、処罰を減免することができる。 

各地域税関政策の最新動向 

深圳税関が区域通関一体化の改革を推進 

深セン税関は、2016年 10月 20日から深セン市管轄区域内における通関一体化を一層推進することを決定した。通関一体化の要件

に満たすかつ実際に深セン市港湾において、輸出入される非保税貨物、保税物流貨物、速達便および郵便物は区域通関一体化制度

又は快速通関措置が適用される。 

大連税関が税関調査を支援する民間仲介機構の公開入札を実施 

大連税関は、税関総署が公布した「税関調査への民間仲介機構導入に関する実務基準（試行）」ならびに大連税関規定に基づき、長興

島税関管轄地域内に所在する企業に対する税関調査を行う予定である。当該調査には民間の仲介機構の関与を図っていることから民

間仲介機構の導入政策が一層推進されたことが分かった。 
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